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炭
素
、
メ
タ
ン
等
）
の
濃
度
の
安
定
化

を
目
的
と
し
て
「
共
通
に
有
し
て
い
る

が
差
異
の
あ
る
責
任
及
び
各
国
の
能

力
」
と
い
う
原
則
の
下
に
取
り
組
み
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
１
９
９
５
年
か
ら

気
候
変
動
枠
組
条
約
締
約
国
会
議
（
Ｃ

Ｏ
Ｐ
）
が
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
．
京
都
議
定
書
と
パ
リ
協
定

　
こ
う
し
た
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
の
取
り
組

み
で
、
特
筆
す
べ
き
は
１
９
９
７
年
の

Ｃ
Ｏ
Ｐ
３
で
採
択
さ
れ
た
京
都
議
定
書

と
、
２
０
１
５
年
の
Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
で
採
択

さ
れ
た
パ
リ
協
定
で
す
（
表
）。
ま
ず

京
都
議
定
書
は
、
２
０
２
０
年
ま
で
の

目
標
で
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
「
排
出
の

抑
制
及
び
削
減
に
関
す
る
数
量
化
さ
れ

た
約
束
の
達
成
に
当
た
り
、
持
続
可
能

な
開
発
を
促
進
す
る
」
こ
と
等
を
目
的

と
し
た
取
り
組
み
で
す
。
附
属
書
Ⅰ
国

（
日
本
な
ど
先
進
国
や
移
行
経
済
国
）

の
み
が
抑
制
・
削
減
の
義
務
を
負
い
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
は
条
約
の
締
結
は
行
わ

ず
、
日
本
は
第
２
約
束
期
間
に
参
加
し

て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
続
く
パ
リ
協
定
は
、

２
０
２
０
年
か
ら
の
目
標
で
「
世
界
的

な
平
均
気
温
上
昇
を
産
業
革
命
以
前
に

比
べ
て
２
度
よ
り
十
分
低
く
保
つ
と
と

も
に
、
１
．
５
度
に
抑
え
る
努
力
を
追

１
．
台
風
・
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
た

２
０
２
３
年
夏

　
２
０
２
３
年
の
８
月
は
、
大
き
な
自

然
災
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
で

は
季
節
外
れ
の
台
風
６
号
と
７
号
が
発

生
、大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

特
に
台
風
７
号
は
お
盆
の
時
期
と
重
な

り
、
近
畿
・
東
海
・
中
国
地
方
を
中
心

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
鳥

取
県
で
は
線
状
降
水
帯
の
発
生
に
よ

り
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
降
雨
に
よ
る

大
雨
特
別
警
報
が
出
さ
れ
、
災
害
救
助

法
を
適
用
、
避
難
情
報
も
最
高
レ
ベ
ル

の
緊
急
安
全
確
保
と
な
り
ま
し
た
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
ハ
ワ
イ
・
マ
ウ
イ
島

で
山
火
事
が
発
生
、
一
週
間
以
上
も
続

き
、
観
光
地
ラ
ハ
イ
ナ
が
壊
滅
的
な
被

害
を
受
け
、
１
０
０
人
以
上
が
亡
く
な

り
ま
し
た
。
同
国
で
は
こ
の
１
０
０
年

間
で
最
悪
の
山
火
事
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
に
、
謹
ん

で
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

２
．
気
候
変
動
と
闘
う
ー
気
候
変
動
枠

組
条
約
と
締
約
国
会
議

第
34
回

気
候
変
動
と
の
闘
い
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

行
方
市
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
茨
城
大
学
教
授　
野
田 

真
里

　

こ
う
し
た
異
常
と
も
い
え
る
自
然

災
害
は
、
地
球
規
模
の
気
候
変
動
と

無
縁
で
は
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い

で
し
ょ
う
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
13
で

は
「
気
候
変
動
お
よ
び
そ
の
影
響
と
闘

う
（com

bat

）
た
め
の
緊
急
措
置
を

講
じ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
国

連
気
候
変
動
枠
組
条
約
（
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ

Ｃ
）
が
気
候
変
動
へ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

対
応
」
に
関
す
る
「
第
一
義
の
場
」
と

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
は
１
９
９
２
年
に
、

国
連
環
境
開
発
会
議
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｄ
）

を
経
て
採
択
さ
れ
、
１
９
８
の
国
・
機

関
が
締
約
国
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
条

約
で
は
「
地
球
の
気
候
の
変
動
及
び
そ

の
悪
影
響
が
人
類
の
共
通
の
関
心
事
で

あ
る
こ
と
を
確
認
」
し
、「
人
間
活
動

が
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を

著
し
く
増
加
さ
せ
・
・
・
自
然
の
温
室

効
果
を
増
大
さ
せ
て
い
る
こ
と
」
に
よ

り
「
自
然
の
生
態
系
及
び
人
類
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
憂

慮
」
す
る
、
と
あ
り
ま
す
。

　
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
（
二
酸
化

求
す
る
こ
と
」
等
が
目
的
で
す
。
歴
史

上
初
め
て
、
全
て
の
締
約
国
が
対
象
と

な
る
公
平
な
合
意
で
す
。「
自
国
が
決

定
す
る
貢
献
」（
Ｎ
Ｃ
Ｄ
）
に
基
づ
い

て
取
り
組
み
を
行
い
、
５
年
ご
と
に
見

直
す
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

出典：京都議定書（1997）、パリ協定（2015）等をもとに作成

表　京都議定書とパリ協定

目　的 採択・発効 期　　　間 対象と義務

京都議定書
温 室 効 果 ガ ス
排 出 の 抑 制・
削減

1997 年
（COP3）
・2004 年

第 1 約束期間：2008-12 年
第 2 約束期間：2013-20 年

先進国等の附属
書Ｂに基づく削
減目標

パリ協定
産 業 革 命 前 比
2 ℃（1.5 ℃ 努
力）以下

2015 年
（COP21）
・2016 年

2020 年以降、5 年ごとに
更新

全ての締結国が
ＮＣＤの策定・
提出


